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議案第６３号 

    東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

   令和６年９月２０日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

    東京都板橋区立文化会館条例の一部を改正する条例 

 東京都板橋区立文化会館条例（昭和５７年板橋区条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

 別表１の表大ホールの項中「８１，４００円」を「８６，５００円」

に、「１６３，１００円」を「１７０，９００円」に、「２２５，２０

０円」を「２３３，４００円」に、「２０６，９００円」を「２１４，

８００円」に、「３３６，４００円」を「３５０，３００円」に、「３

８９，４００円」を「４０５，３００円」に改め、同表小ホールの項中

「１７，５００円」を「１９，３００円」に、「３４，９００円」を「

３７，０００円」に、「４８，３００円」を「５１，１００円」に、「

４３，３００円」を「４６，１００円」に、「７２，２００円」を「７

６，７００円」に、「８３，０００円」を「８８，９００円」に改め、 

同表大会議室（展示室）の項中「１３，６００円」を「１２，８００円」 

に、「２７，２００円」を「２５，６００円」に、「３７，３００円」

を「３５，１００円」に、「３４，２００円」を「３２，１００円」に、

「５７，５００円」を「５４，６００円」に、「６７，６００円」を「

６４，２００円」に改め、同表第１会議室の項中「６１０円」を「７４

０円」に、「１，４００円」を「１，５００円」に、「１，９００円」

を「２，０００円」に、「１，８００円」を「 1 ，９００円」に、「２， 

９００円」を「３，１００円」に、「３，４００円」を「３，７００円」 

に改め、同表第２会議室の項中「１，１００円」を「１，２００円」に、

「３，４００円」を「３，２００円」に、「５，２００円」を「５，０

００円」に、「６，０００円」を「５，９００円」に改め、同表第３会
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議室の項中「１，１００円」を「１，２００円」に、「２，３００円」

を「２，４００円」に、「４，９００円」を「５，０００円」に改め、

同表第４会議室の項中「１，３００円」を「１，５００円」に、「２， 

６００円」を「２，９００円」に、「３，６００円」を「４，１００円」 

に、「３，２００円」を「３，６００円」に、「５，６００円」を「６，

２００円」に、「６，５００円」を「７，３００円」に改め、同表第１

和室の項中「１，８００円」を「１，９００円」に、「３，６００円」

を「３，９００円」に、「５，１００円」を「５，３００円」に、「４， 

５００円」を「４，８００円」に、「７，７００円」を「８，１００円」 

に、「９，０００円」を「９，６００円」に改め、同表第２和室の項中

「１，４００円」を「１，５００円」に、「２，８００円」を「２，９ 

００円」に、「３，８００円」を「４，１００円」に、「３，４００円」 

を「３，７００円」に、「５，９００円」を「６，３００円」に、「６，

９００円」を「７，４００円」に改め、同表第３和室の項及び第４和室

の項中「６５０円」を「８８０円」に、「１，６００円」を「１，８０

０円」に、「２，１００円」を「２，４００円」に、「１，９００円」

を「２，２００円」に、「３，２００円」を「３，８００円」に、「３，

８００円」を「４，４００円」に改め、同表第１茶室の項中「１，１０

０円」を「１，３００円」に、「２，２００円」を「２，７００円」に、

「３，１００円」を「３，７００円」に、「２，９００円」を「３，３ 

００円」に、「４，９００円」を「５，６００円」に、「５，６００円」 

を「６，６００円」に改め、同表第２茶室の項中 

 

800 円 1,500 円 2,100 円 2,000 円 3,300 円 3,800 円 

 

890 円 1,800 円 2,400 円 2,200 円 3,800 円 4,400 円 

 

改め、同表リハーサル室の項中「２，９００円」を「３，１００円」に、

「５，８００円」を「６，２００円」に、「７，９００円」を「８，５

００円」に、「７，４００円」を「７，７００円」に、「１２，４００ 
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円」を「１３，３００円」に、「１４，４００円」を「１５，４００円」 

に改め、同表大ホール第１楽屋の項中「３８０円」を「４４０円」に、

「６６０円」を「８８０円」に、「１，０００円」を「１，２００円」

に、「９８０円」を「１，１００円」に、「１，６００円」を「１，９

００円」に、「１，９００円」を「２，２００円」に改め、同表大ホー

ル第２楽屋の項中「６２０円」を「７４０円」に、「１，３００円」を

「１，５００円」に、「１，９００円」を「２，０００円」に、「１， 

７００円」を「１，８００円」に、「２，７００円」を「３，１００円」 

に、「３，２００円」を「３，６００円」に改め、同表大ホール第３楽

屋の項中「１，６００円」を「１，８００円」に、「２，９００円」を

「３，５００円」に、「４，２００円」を「４，９００円」に、「３， 

９００円」を「４，４００円」に、「６，５００円」を「７，５００円」 

に、「７，６００円」を「８，８００円」に改め、同表大ホール第４楽

屋の項及び小ホール楽屋の項中「６１０円」を「７４０円」に、「１， 

３００円」を「１，５００円」に、「１，８００円」を「２，０００円」 

に、「１，７００円」を「１，８００円」に、「２，７００円」を「３，

１００円」に、「３，２００円」を「３，６００円」に改め、別表２の

表第１練習室の項及び第２練習室の項中「１，４００円」を「１，１０

０円」に、「１，７００円」を「１，４００円」に、「２，１００円」 

を「１，７００円」に、「２，７００円」を「２，２００円」に改め、 

同表第３練習室の項中「８１０円」を「６５０円」に、「１，１００円」 

を「８８０円」に、「１，４００円」を「１，１００円」に、「１，９

００円」を「１，５００円」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に利用申請が受理された、令和７年４月１

日（以下「基準日」という。）以後の利用に係る使用料（指定管理者

により東京都板橋区立文化会館の管理を行う場合は利用料金。以下同
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じ。）について適用し、基準日前の利用に係る使用料及び施行日前に

受理された利用申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

 使用料の額及び利用料金の上限額を改定する必要がある。 


